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第３期中期目標期間の教育研究の状況についての 

達成状況評価に関するポイント（案） 
 

１．小項目の評価をより重視した仕組み 

◆ 中期計画を３段階判定、小項目を５段階判定とし、国立大学法人等ごとの具体的

な中期目標が設定されている小項目の評価をより重視した仕組みとする。 

◆ 小項目の判定においては、中期計画の判定結果の平均値とともに、小項目（具体

的な中期目標）が達成されているか（達成が見込まれるか）、小項目に照らして「優

れた実績」や「特筆すべき実績」として認められるかなどの視点から行う。 

 ＜中期目標（小項目）の判断基準（例）＞ 

－「中期目標の達成に向けて進捗し、優れた実績を上げている」の場合－ 

○ 中期計画の判定がすべて「中期計画を実施している」以上であり、かつ、中期計画の 

 実施により、小項目の達成が見込まれる場合 

  その上で、次の２点を満たす場合 

 ・ 目安として平均値が 2.5以上 

 ・ 優れた実績が認められる場合 

【関連資料】 

資料３－１ 第３期 達成状況の段階判定（案） 

 

【第３期中期目標期間 教育研究評価 ４年目終了時の達成状況評価 判定イメージ】 

中期計画  中期目標（小項目）  中期目標（中項目）  中期目標（大項目）
注）

 

    

 ５：「中期目標の達成に向けて進

捗し、特筆すべき実績を上

げている」 

５：「非常に優れている」 ５：「非常に優れている」 

３：「中期計画を実施し、優れ

た実績を上げている」 

４：「中期目標の達成に向けて進

捗し、優れた実績を上げて

いる」 

４：「優れている」 ４：「優れている」 

２：「中期計画を実施してい

る」 

３：「中期目標の達成に向けて

進捗している」 

３：「良好」 ３：「良好」 

１：「中期計画を十分に実施し

ているとはいえない」 

２：「中期目標の達成に向けて十

分に進捗しているとはいえ

ない」 

２：「おおむね良好」 ２：「おおむね良好」 

 １：「中期目標の達成に向けて

進捗していない」 

１：「不十分」 １：「不十分」 

  ※「重大な改善事項」 ※「重大な改善事項」 
 

〇大項目の判定 

中項目の平均値 

（６段階※） 

※「重大な改善事項」を含む 

〇中項目の判定 

小項目の平均値 

（６段階※） 

※「重大な改善事項」を含む 

〇小項目の判定 

中期計画の平均値ととも
に、小項目が達成されている
か（達成が見込まれるか）、小
項目に照らして優れた実績や
特筆すべき実績として認めら
れるかなどの視点から判定 

（５段階） 

「優れた点」等の指摘 

注）基準となる達成状況を「良好」に置く 

〇中期計画の判定 

評価者が評価 

（３段階） 

４
年
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２．現況分析結果の達成状況評価への積極的な活用 

◆ 法人評価委員会から機構への要請において、達成状況評価に当たっては、現況分

析の水準（質の向上の状況を含む）判定の結果を十分に活用することが求められて

いることを踏まえて、第３期においては、さらに現況分析結果を達成状況評価にお

ける中期目標の段階判定に活用する。 

【関連資料】 

資料３－２ 現況分析結果の達成状況評価への積極的な活用の具体化について

（案） 

 

３．特記事項「優れた点」及び「特色ある点」の抽出 

◆ 小項目に照らして、達成状況報告書における該当する各中期計画の「実施状況」

欄及び「小項目の達成に向けて得られた実績」欄に記載された、法人の取組や活動、

成果の状況から「優れた点」及び「特色ある点」を抽出する。 

 ※ 「優れた点」及び「特色ある点」については、小項目の判定において「特筆すべき実績」

または「優れた実績」として認められるかどうかを判断する要素とする。 

【関連資料】 

資料３－３ 第３期 達成状況報告書イメージ（案） 

 


